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　働き方改革の目的は「魅力ある職場づくり」にありますが、その取組の基本は「人を大切にする
企業づくり」にあり、結果的に「人を大切にする社会」へと資することになります。

9号
R2.9.30

勤務環境の改善に関する医療機関からの相談をお受けします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

再 確 認 し た い 働 き 方 改 革

ポイント１　労働時間法制の見直し

　既に取り組まれていることと思いますが、取り組み状況について再確認したいものです。

（１）　残業時間の上限規制
　　・時間外労働がある場合は「時間外・休日労働に関する協定（３６協定）」の届出が必要です。
　　・業務や業種によって上限が異なり、また、猶予・除外業種（運転業務、建設事業、医師（改正法施
　　 行５年後）等）がありますが、以下のようにする必要があります。
　　　　原則：月４５時間、年間３６０時間
　　　　臨時的な特別事情：月１００時間未満（複数月平均８０時間以内）、年間７２０時間
　　※効率的な時間管理には、労使協力して「変形労働時間制・フレックスタイム制（精算期間１か月・
　　　３か月）の活用も考えましょう。

（２）年次有給休暇の年５日の時季指定義務
　　・年次有給休暇が１０日以上付与の場合、付与した日（基準日）から１年以内に時季を指定して５日
     の休暇を取得させる必要があります。
　　・労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存しなければなりません。
　　※管理しやすいように、基準日の統一も検討しましょう。
　　※就業規則への規定が必要となります。（例えば、「年次有給休暇５日について労働者の意見を聴
      取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が自ら年
      次有給休暇を請求して取得した日数は、５日から控除することができます。）
　　※労使協力し、「年次有給休暇」の有効活用を図りましょう。
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　　　　　　　雇用形態にかかわらない公正な
　　　　　　　待遇の確保（均衡待遇・均等待遇）
　※中小企業の適用は令和３年４月１日から

　今から次の点を考慮し、準備しましょう。

（１）　同じ企業で働く正社員と非正規雇用労働者（短期間労働者・
　　有期雇用労働者）との間で、基本給、賞与、手当、福利厚生など、
　　あらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されます。
　　この場合の判断基準は次の点を考慮しましょう。

秋田県医療勤務環境改善支援センターでは、社会保険労務士や医業経営コンサルタ
ントを無料で派遣しています。労務管理や経営管理に関する疑問等がありましたら是
非ご利用ください。

ア　「均衡待遇規定」の内容
　①職務内容（注）　②職務内容・配置の変更範囲　③その他の事情を考慮して不
　合理な待遇差を禁止

イ　「均等待遇規定」の内容
　①職務内容（注）　②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は差別的取扱い禁止
　　　（注）職務内容とは、業務の内容＋責任の程度を言います。

（２）　事業主は非正規雇用労働者（短期間労働者・有期雇用労働者）から正規社員
　　との待遇の違いやその理由などについて、説明を求められた場合は、説明をし
　　なければなりません。

（３）　取り組み手順で早めの対処
　　　まずは、次の手順４まで早めに取り組みましょう。

　　　手順１　労働者の雇用形態を確認
　　　手順２　待遇の状況を確認
　　　手順３　待遇に違いがある場合、違いを設けている理由を確認
　　　手順４　待遇に違いがある場合、「不合理でない」ことを説明できるように整理
　　　手順５　「法違反」が疑われる場合、早期の脱却を目指す
　　　手順６　改善計画に取り組む
　　　　※以上の詳しい取り組み内容は、「パートタイム・有期雇用労働法」対応のた
　　　　　めの取り組み手順書（厚生労働省、都道府県労働局）のリーフレットを御活
　　　　　用ください。

ポイント２


